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拠点の再設定（R7.6.2第１回分科会での決定事項）
長野県地域公共交通活性化協議会
北信地域別部会
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拠点の再設定（R7.6.2第１回分科会での決定事項）

湯田中駅

飯山駅

信州中野駅 野猿公苑

中央バスターミナル

木島平村役場

奥志賀高原

森宮野原駅

越後湯沢駅

栄村

飯山市

山ノ内町

中野市

木島平村

野沢温泉村

…広域拠点、圏域拠点

…地域拠点（交通結節点）

斑尾高原

飯山養護学校

下高井農林高校

…地域拠点（目的地）

中野西高校

中野立志館高校

北信総合病院

飯山赤十字病院

飯山高校

戸狩温泉

渋温泉

横手山

北志賀高原

道の駅花の駅千曲川

野沢温泉

志賀高原山の駅湯田中温泉

長野県地域公共交通活性化協議会
北信地域別部会



保証すべきサービスの品質について（R7.6.2第１回分科会での決定事項）

○今後接続の検討を行う前に、地域で必要な通院・通学・観光に係る確保すべき
ダイヤ、便数のサービスの品質を議論
（決済環境、情報提供、拠点整備、定時性確保の品質については別途議論）

○北信地域では、特別支援学校への通学も保証すべき移動に追加し、長野県地域
公共交通計画が定める水準の品質保証とする

保証すべき移動と品質

保証すべき移動

保証すべき品質（品質保証）

・通院…午前中に通院でき、午後の早い時間帯に帰宅できる
・通学…始業前に通学できる、授業終了後・課外活動終了後に帰宅できる
・観光…円滑な乗継ができるダイヤ設定 ＋ 十分な滞在時間が確保できる

公共交通等（乗継含む）を利用して…
・通院…圏域の中核的な医療機関に通院できる
・通学…圏域内の高校、特別支援学校に通学できる
・観光…鉄道駅や宿泊施設から圏域内の主要な観光地へアクセスできる

北信地域振興局
企画振興課
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地域編の更新について



6．木曽地域

6-1 地域特性など

○木曽地域は県の南西部に位置し、御嶽山と中央アルプスの間の木曽谷に市街地や
居住区などが形成されています。急峻な地形であり、限られた平坦地に比較的施
設がまとまって立地していることに加え、山間部の谷あいなどにも小規模な集落
が点在していることが特徴といえます。

○地域間の流動としては、北側で接する松本地域と南西側で接する岐阜県への流動
が多く、同程度あります。平成18年に権兵衛トンネルが開通し、伊那地域とも結
ばれましたが、松本、岐阜と比べると半数以下にとどまります。

○商業施設、病院、高等学校などがまとまって立地しているのは、木曽町中心部の
木曽福島市街地にほぼ限られていますが、この他に南木曽駅周辺、上松駅周辺に
も商店や診療所などの立地がみられます。

○木曽谷は中山道のルートにもあたり、地域内には8つの宿場があります。福島宿は
関所としても知られているほか、妻籠宿は国の重要伝統的建造物群保存地区にも
指定されています。この他に、御嶽山、開田高原、木曽駒高原、赤沢自然休養林、
阿寺渓谷など、自然豊かな観光地が多数あります。

6-2 地域公共交通の概況

○JR中央本線が地域の北東から南西に向けて走っています。特急しなのが名古屋と
長野を結んでおり、概ね1時間に1本の運行があります。普通列車については、朝
夕は1時間に1本程度の運行がありますが、日中は2時間に1本程度の運行となって
います。

○木曽地域のバスは、一部の路線を除きほとんどが町村が運営に関与するコミュニ
ティ路線となっています。町村界を跨ぐ主な路線としては木曽町が運営する3路線
と上松町が運営する1路線があります。

6-3 地域公共交通の課題

○JR中央本線の特急列車は概ね1時間に1本の運行が確保されていますが、地域内の
特急停車駅は木曽福島駅に限られます。上松駅、南木曽駅も一部の特急列車が停
車しますが、2～4本/日程度にとどまります。

○普通列車については、日中は2時間空く時間帯もあり、特急との乗継利用にも支障
があるほか、地域内々の利用についても、通院や買い物など生活利用には対応し
づらい状況となっています。また、駅から病院やスーパーまでは距離があるとこ
ろも多く、アクセスに課題があります。

○郡の中心である木曽福島市街地に向けて各町村がコミュニティバスを運行させて
いるため、とくに国道19号に沿った南北軸で路線の重複が目立ちます。

○町村間を跨ぐ4路線については、コミュニティバスへの移行前は国庫補助の対象路
線となっており、新たな補助取得により、路線の維持がしやすくなる可能性も考
えられます。

○鉄道駅から観光地へのアクセスとしては、やぶはら高原、木曽福島スキー場、木
曽駒高原、妻籠宿・馬籠宿などは町村のコミュニティバスにより、通年にわたり
運行が確保されているほか、御岳ロープウェイ、赤沢自然休養林も季節路線が運
行されています。しかし、地域内にはこの他にも観光施設等が多く、二次交通が
不足している箇所もみられます。

○木曽地域は、リニア中央新幹線の岐阜県駅の利便性も高いものと考えられます。

市町村界を跨ぐ主なバス路線の状況

No. 路線種別
運行事業者

（委託先）
路線名

路線

距離

運行便数

(往復数)

利用者数

(輸送人員)
収支率

国庫申請額

（千円）

1

コミュニティ路線

（廃止代替含む）

おんたけ交通 ひのき号 倉本線 17.9 9.0

2 おんたけ交通 木曽っ子号 三岳・王滝線 25.0 10.5

3 おんたけ交通 木曽っ子号 開田高原線 35.6 10.5

4 おんたけ交通 木曽っ子号 木曽駒高原線 10.4 10.0

令和5年10月1日現在
（データの年次は令和4年度のもの。ただし地域間幹線系統
の国庫補助額は令和6年度申請のもの）

凡 例

ＪＲ線

鉄道駅

新幹線

三セク・私鉄

市町村役場

病院

大規模商業施設

高等学校・大学

2)木曽っ子号 三岳・王滝線

4)木曽っ子号 木曽駒高原線

1)ひのき号 倉本線

3)木曽っ子号 開田高原線

○路線不定期運行・区域運行の路線は除く
○観光路線は除く
○日3往復未満の路線は除く
○市町村界の基準は平成の大合併前の区部によるもの
（国の地域間幹線系統補助の要件を勘案）

（参考）更新後の地域編（木曽地域編）
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6-4 拠点と軸の設定

具体的な拠点・路線位置づけ凡例名称区分

・木曽福島駅木曽町

○三大都市圏などと直接アクセス
可能な交通結節点

①広域拠点

拠点

○圏域の中心市町の交通結節点②圏域拠点

・木曽町役場
・日義支所
・開田支所
・三岳支所
・長野県木曽合同庁舎
・三岳交流促進センター
・道の駅 木曽福島
・道の駅 日義木曽駒高原
・道の駅 三岳

木曽町

○各市町村中心部の交通結節点
○中核的な医療機関、高校、主要

な観光地、買い物先施設
③地域拠点

木曽病院
木曽青峰高校
イオン
Ａコープ
木曽駒高原
開田高原
御岳ロープウェイ

・上松町役場
・上松駅
・バス回転場所(倉本駅)

上松町

赤沢自然休養林
ねざめの床

・南木曽町役場
・南木曽駅
・田立駅

南木曽町

蘇南高校
妻籠宿

・木祖村役場
・藪原駅
・道の駅 木曽川源流の里きそむら

木祖村

やぶはら高原

・王滝村役場王滝村

田の原

・大桑村役場
・須原駅
・大桑駅
・野尻駅
・道の駅 大桑

大桑村

マルトシ
阿寺渓谷

坂下診療所
中津川市民病院

中津川市

・中央西線（特急列車）
・リニア中央新幹線

鉄道
三大都市圏と県内の広域拠点を
接続

【A】広域高速
交通軸

軸・路線

・中央西線（普通列車）鉄道
隣接県と県内や県内の広域拠点を
接続

【B】主要幹線

・北部幹線(薮原系統)
・南部幹線 ・西部幹線

バス圏域拠点と地域拠点を接続【C】幹線

・北部幹線(木曽駒系統)
・開田幹線

バス
準幹線の位置づけであるが圏域拠点
への移動に必要不可欠な路線

【C‘】みなし
幹線

ーー地域拠点と地域拠点を接続【D】準幹線

・各町村の      交通
バス
乗合タクシー

地域拠点と目的施設を接続【E】支線

③地域拠点(病院)

③地域拠点(高校)

③地域拠点(観光地)

③地域拠点(買物施設)

※木曽地域では地域独自の
拠点設定として「買物施設」
を位置づけ

松本・長野

王滝村役場

開田支所

名古屋

木曽駒高原

上松町役場
・上松駅

木祖村役場・藪原駅
道の駅木曽川源流の里

木曽福島駅

大桑村役場

南木曽町役場
・南木曽駅

三岳支所
三岳交流センター

中津川

リニア中央新幹線

北
部
幹
線

南
部
幹
線

御岳ロープウェイ

道の駅
三岳

道の駅
木曽福島

道の駅 日義木曽駒高原

田立駅

大桑駅

須原駅
・マルトシ

野尻駅

道の駅大桑

木祖村地域内
路線

木曽町地域内
路線

上松町地域内
路線

大桑村地域内
路線

王滝村地域内
路線

南木曽町地域
内

路線

木曽町中心部

木曽福島駅

木曽町役場

長野県木曽合同庁舎

木曽病院

木曽青峰高校

イオン

Ａコープ

開田高原

日義支所

赤沢自然
休養林

ねざめの床

田の原

バス回転場所
（倉本駅）

蘇南高校

妻籠宿

やぶはら
高原

阿寺渓谷

坂下診療所

中津川市民病院

凡 例

①広域拠点

②圏域拠点

③地域拠点（交通結節点）

（B）主要幹線

（A）広域高速交通軸

（C）幹線

（D）準幹線

（E）支線

③地域拠点(病院)

③地域拠点(高校)

③地域拠点(観光地)

③地域拠点(買物施設)

（C’)みなし幹線

※木曽地域ではこのほかに幹線と支線の乗継ポイントについても
「交通結節点」と位置づけているが本図では割愛



6-5 保証すべき品質 6-6 品質を保証するための具体的な取組（抜粋）

種別

品質保証の基本的な考え方 設定する水準

通 院 通 学 買 物 観 光 運行日
運行

時間帯

運行

本数

【B】

主要

幹線

木曽地域を出発
して隣接圏域の
病院に午前中に
到着。診療を終
え、お昼前後に
帰宅できる便が
ある。

木曽福島駅を出
発して隣接圏域
の高校への登下
校に対応した便
がある。
下校時は、終業
後ほどなくと塾
や部活動後の帰
宅にあわせた便
がある。

日常の買物移動
については、原
則として圏域を
跨ぐものは想定
しないが、通院
と同様のパター
ンで移動できる
ことで、ニーズ
に対応できるも
のとする。

一次交通の位置
づけであり、個
別の観光地にあ
わせた路線や駅
の設定などは行
わないが、観光
ニーズに対応し
た便が確保され
ている。

平日・
土休日と
も
（同水準
で運行）

概ね
6～22
時

15往復
/日程度

【C】

幹線

当該軸の沿線の
居住区を出発し
て直接もしくは
[E]支線への乗
継ぎにより地域
医療を担う木曽
病院、坂下診療
所及び中津川市
民病院に午前中
に到着。診療を
終え、お昼前後
に帰宅できる便
がある。（伊那
中央病院へのア
クセスはニーズ
等の調査を行い、
適切な運行形態
等を検討）

当該軸の沿線の
居住区から木曽
青峰高校及び蘇
南高校への登下
校に対応した便
がある。
下校時は、終業
後ほどなくと塾
や部活動後の帰
宅にあわせた便
がある

当該軸の沿線の
居住区から各地
域拠点に位置づ
けられたスー
パーにアクセス
でき、買物を終
えたあとに帰宅
できる便がある。
買物移動の機会
が1日に複数回
あり、午前につ
いては通院との
併用にも対応で
きる。

当該軸に近接し
た観光地へのア
クセスを視野に
入れ、路線・バ
ス停を設定する。
観光客の移動に
あわせ、午前中
は到着列車、午
後は出発列車と
接続できるよう
ダイヤを調整す
る。

平日・
土休日と
も
（休日に
ついては
減便を許
容）

概ね
6～21
時

10往復
/日程度
(平日）

【D】

準幹線

【E】

支線

圏域内の各居
住区を出発し
て直接もしく
は[B]主要幹線、
[C]幹線への乗
継ぎにより地
域医療を担う
木曽病院、坂
下診療所及び
中津川市民病
院に午前中に
到着。診療を
終え、お昼前
後に帰宅でき
る便がある。

圏域内の各居
住区を出発し
て直接もしく
は[B]主要幹線、
[C]幹線への乗
継ぎにより木
曽青峰高校及
び蘇南高校へ
の登下校に対
応した便があ
る。
下校時は、終
業後ほどなく
と塾や部活動
後の帰宅にあ
わせた便があ
る。

圏域内の各居
住区を出発し
て直接もしく
は[B]主要幹線、
[C]幹線への乗
継ぎにより各
地域拠点に位
置づけられた
スーパーにア
クセスでき、
買物を終えた
あとに帰宅で
きる便がある。
買物移動の機
会が1日に複数
回あり、午前
については通
院との併用に
も対応できる。

各町村におい
て振興に注力
する観光地へ
のアクセスに
つ い て は 、
［Ａ］広域高
速交通軸、[B]
主要幹線、[C]
幹線からの乗
継ぎ等の調整
を行い、原則
として[E]支線
にて担うもの
とする。

平日・土
休日とも
（休日に
ついては
減便･運休
を許容）

概ね
7～18
時

6往復
/日程度
（平日）

木曽地域においては[Ｄ]準幹線の設定は見込んでいないが

設定する場合には概ね[Ｃ]幹線と同等の水準とする

[E]支線の運行内容は各町村において設定するものとしているが、目安を以下に掲げる

○木曽地域公共交通計画は6ヶ年計画であるため、それにあわせて記載

施策 1 広域幹線の検討と運行

施策内容

・町村を跨いで運行しており（平成の大合併前の区分も含む）、地域間幹線系統

の補助要件に適合できる可能性をもつ以下の4路線を広域圏全体としての幹線

に位置づける。

①南部幹線（倉本線、くわちゃんバス木曽病院線、くわちゃんバス坂下診療所線、南木曽・木曽

病院連絡タクシー、田立線）

②北部幹線（木曽駒高原線、巡回日義線、日義木曽病院線、木曽病院連絡タクシー）

③西部幹線（三岳・王滝線、木曽温泉線）

④開田幹線（開田高原線、巡回西野線）

・これにより、早期に地域の日常生活の足を維持確保する。

・南北軸については、JRの普通列車の空き時間を補うダイヤを設定する。

・効果的な運行内容を検討したうえで、実証運行を経て本格運行に移行する。

役割分担
・運行計画立案＝法定協、6町村、交通事業者

・運営主体＝法定協（南部地域分科会①、北部地域分科会②③④）

・運行実施＝交通事業者

スケジュール

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度
・運行内容
検討
・住民調整
・説明等

・運行内容
確定
・許認可申請
・実証運行

・効果検証
・運行内容
調整
・本格運行

・運行継続
・PDCA
サイクルによる
見直し

⇒⇒⇒ ⇒⇒⇒

施策 3 幹線・支線の結節点の整備

施策内容

・各町村で必要な箇所に結節点を整備する。

・広域幹線の路線に面した公共公益施設等を想定するが、適した箇所がない場合は、

民間施設の活用なども検討する。

・結節点には、複数車両の同時乗り入れが可能になるだけの駐停車スペースのほか、

快適な待合いが可能になるよう建物内が利用でき（⇒②-2-1）、情報板などの

設置も可能な箇所を選定する。難しい場合は、上屋、ベンチなどの最低限の待合

い設備を設けるものとする。

役割分担
・適地検討・利用交渉など＝各町村

・整備運営＝各町村

・付帯施設整備＝県・法定協

スケジュール

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度
・幹線ルート
検討
・候補地選定

・再編実施に
伴い結節
機能確保

・付帯機能
検討
・施設拡充

⇒⇒⇒ ⇒⇒⇒ ⇒⇒⇒

施策 2 支線の再編

施策内容

・現在、6町村すべてが幹線＋支線という体系に区分して運行しているわけではないが、

巡回バスや乗合タクシーなどの形態は比較的多くみられる。

・広域幹線の整備により、広域幹線のベースとなる各路線の運行ルートが変わる可能

性などもあり、これと連動して現行の巡回バスなどの再編も必要になると考えられる。

役割分担
・運行計画立案＝法定協、6町村、交通事業者

・運営主体＝自地域について各町村

・運行実施＝交通事業者

スケジュール

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度
・運行内容
検討

・住民調整
説明等

・運行内容
確定
・許認可申請
・実証運行

・効果検証
・運行内容
調整

・本格運行

・運行継続
・PDCA
サイクルによる
見直し

⇒⇒⇒ ⇒⇒⇒

４



（参考）見直し後の路線図



今後の部会（分科会）で議論する幹線について

湯田中駅

飯山駅

信州中野駅 野猿公苑

中央バスターミナル

木島平村役場

奥志賀高原

森宮野原駅

越後湯沢駅

栄村

飯山市

山ノ内町

中野市

木島平村

野沢温泉村

…広域拠点、圏域拠点

…地域拠点（交通結節点）

斑尾高原

飯山養護学校

下高井農林高校

…地域拠点（目的地）
中野西高校

中野立志館高校

北信総合病院

飯山日赤

飯山高校

戸狩温泉

渋温泉

横手山

北志賀高原

道の駅花の駅千曲川

合庁線 中野木島線

・現状路線をベースに記載
・市町村間を跨ぎ、圏域拠点と地域拠点を繋ぐ定時定路線の公共交通を記載
・今後本部会では、これらの路線について品質保証や重複等の視点から議論を進める。

野沢温泉ライナー
野沢線

湯沢線

上林線

菅線

木島平シャトル便

野沢温泉

志賀高原山の駅
湯田中温泉

５

長野県地域公共交通活性化協議会
北信地域別部会



今後の地域別部会の進め方（バス路線の再編にあたっての観点）交通政策局
交通政策課

○品質保証を具体化するためには、既存路線や既存交通モード
にとらわれず、以下の観点に基づき、バス路線等の見直しを
行う必要（新たな支援制度の要件とする予定）

【バス路線の再編にあたっての観点】

◆通院・通学・観光における品質が保証されているか

※ダイヤ・便数の保証すべきサービスの品質
（県計画記載、今後地域別部会において地域における品質を議論）
通院：午前中に通院でき、午後の早い時間帯に帰宅できる
通学：始業前に通学できる、授業終了後・課外活動終了後に帰宅できる
観光：円滑な乗継ができるダイヤ設定+十分な滞在時間が確保できる

◆利用状況・実態を鑑みて適切な路線となっているか
・現行路線の起点、経由地、終点が妥当か
・運行ダイヤ、便数、運行形態や車両のサイズが適切か

◆路線同士が競合していないか
・複数の事業者が類似の路線を走行していないか
・幹線同士又は幹線と準幹線や支線の一部が重複していないか



６
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